
注意事項・よくある問い合わせ

(1)再交付にかかる期間はどれくらいか？

(2)再交付⼿続き期間中、有資格者である
ことを証明したい

(3)住所に変更があったとき、合格証明書
の書換は必要か？

(4)電話にて合格証明書の番号を知りたい

(5)普段⾃宅には居ないので、合格証明書
を会社に送ってもらいたい

(6)会社からの代理申請は可能か？

(7)九州地⽅整備局に⾏って直接申請した
いが、いつでも可能か？

 8-1）切⼿を貼付した返信⽤封筒は、い
くつ同封すればよいか？

 8-2）⼾籍抄本等は、申請書の部数と同
じ部数が必要か？

 8-3）申請書の送付先が、異なる部署に
なるがどこに送付すればよいか？

(9)名刺サイズのカードが同時にほしい

（10）証明書が届いていたが、不在票に
気づかず再配達の保管期限切れになって
しまった。

(11)合格通知書が届いたが、合格証明書の
発⾏を忘れていたので発⾏したい
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(13）⼀次試験を合格し、技⼠補の申請を
したいがどう申請したらよいか？

(14）令和３年度の改定により、⼀次試験
合格者に対して技⼠補の資格が与えられ
るが、令和２年度以前の学科試験合格者
も技⼠補対象か？
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(8)⼟⽊と管⼯事など複数の合格証明書の書換申請をしたい

→再交付・書換申請書を提出した担当部署へお問い合わせください。

→来庁での申請は、担当が不在の場合があるため、必ず来庁⽇時の予約をお願いします。

→異なる種⽬の合格証明書の書換申請をする場合は、その種⽬分の部数をご⽤意願います。同じ種⽬の1級と2級を同時に書換申請する場合は、1
部で構いません。

→申請するすべての資格において条件を満たすものであれば、1部で構いません。ただし、いずれか⼀つでも違う書類が必要な資格がある場合
は、その書類も添付の上、送付してください。

→申請する資格の窓⼝であれば、どの窓⼝にお送りいただいても構いませんが、送付⽤封筒の表に、申請を⾏う全ての資格名の記⼊をお願いしま
す。

→名刺サイズの合格証明書は発⾏していません。監理技術者資格者証など他の資格と考えられますので、再度ご確認ください。

→個⼈情報であるため、証明書の番号等の情報を電話でお教えすることはしていません。本⼈であることが、書類などで確認できた場合に、お伝
えしています。

→資格は個⼈のものですので、申請された現住所に郵送にて送付いたします。原則、会社など本⼈の現住所以外にお送りすることはできません。

→代理申請はできません。資格者本⼈が申請をしてください。

→申請書を受理し、受付が完了（書類に不備が無いことを確認）してから、再交付・書換後の合格証明書が発送されるまでには、概ね１ヶ⽉〜
１ヶ⽉半かかります。ただし、３⽉の申請分は事務⼿続きの都合により、発送が５⽉になる場合がありますので、ご了承ください。

→希望を伝えていただければ、証明書（原本）が交付されるまでの間を期限とする証明書を発⾏いたします。また、証明書の送付については、別
途、送料が必要になりますので担当部署へお問い合わせください。

→住所や本籍地の変更であれば、書換⼿続の必要はありません。

→令和２年度以前の学科試験合格者は、技⼠補の対象外になります。

→合格通知書の受付期間（申請締切）を過ぎている場合、再交付申請と同じ申請書の様式で申請可能です。

→再交付申請と同じ申請書の様式で申請可能です。

(12)申請を取り下げたので、収⼊印紙を払
戻ししたい

→払戻しはできませんが、条件を満たせば交換は可能とのことです。
 （国税庁のWEBサイトを参考にしました。）詳しくは、国税庁のホームページ［収⼊印紙交換制度］をご確認ください。


